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定期監査の結果について（提出） 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施し

たので、同条第９項の規定によりその結果を提出します。 



定期監査結果報告書

第１ 監査の種類 

    財務監査及び行政監査 

第２ 監査の対象 

生活安全部 環境課 

第３ 監査の期間 

対象期間 令和６年４月１日から令和６年７月３１日まで 

実施期間 令和６年７月２５日から令和６年９月２５日まで 

第４ 監査の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

 （２）契約事務は、書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

 （３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

 （４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 （５）服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。 

第５ 監査の実施内容 

   日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。 

監査においては、「第４ 監査の着眼点」に記載されている事項について、 

職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施した。 

第６ 監査の結果 

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最少

の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると

認めます。 

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。 

【要望】 

① 助成金の交付事務については、各要綱に則り適正に処理されたい。 

② 業務委託をする際は、請負者との間で適正な書類を整備されたい。 

③ 中央環境センター展示室の有効活用について検討されたい。 



定期監査結果報告書

第１ 監査の種類 

    財務監査及び行政監査 

第２ 監査の対象 

学校教育部 学校教育課 

第３ 監査の期間 

対象期間 令和６年４月１日から令和６年７月３１日まで 

実施期間 令和６年７月２５日から令和６年９月２５日まで 

第４ 監査の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

 （２）契約事務は、書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

 （３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

 （４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 （５）服務・個人情報の管理、主要事業及び事務の執行は適正か。 

第５ 監査の実施内容 

   日進市監査基準に準拠し、監査を実施した。 

監査においては、「第４ 監査の着眼点」に記載されている事項について、 

職員からの説明聴取及び関係書類の閲覧等の監査手続を実施した。 

第６ 監査の結果 

監査の対象となった事務は重要な点において法令に適合し、正確に行われ、最

少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めてい

ると認めます。 

なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。 

【要望】 

① 要保護・準要保護児童生徒就学援助費と特別支援教育就学奨励費について、 

所得の修正申告等に伴う認定の見直し方法について再検討されたい。 

② 教職員の定期健康診断結果に伴う治療指導について検討されたい。 

③ 「教科書及び指導書購入」について、契約方法を再検討されたい。 

④ 物品等を購入する際の検査検収については、適正かつ慎重に行われたい。 

⑤ 引き続き、教員の長時間労働解消に向けた取り組みに努められたい。 


